
平成2８年度決算 健全化判断比率(確定値)

P．１

・県内全団体が早期健全化基準未満となりました。

和歌山市 78,143,294 11.25% － － 16.25% － － 11.6% 11.5% 108.4% 122.2%

海南市 13,893,771 12.87% － － 17.87% － － 8.4% 9.9% 97.2% 101.8%

橋本市 16,195,676 12.70% － － 17.70% － － 12.2% 11.7% 115.4% 127.8%

有田市 7,475,936 13.90% － － 18.90% － － 11.5% 11.5% － 4.9%

御坊市 6,792,555 14.12% － － 19.12% － － 11.0% 10.6% 98.5% 94.7%

田辺市 24,065,392 12.15% － － 17.15% － － 8.2% 9.2% 9.9% 20.1%

新宮市 9,438,486 13.43% － － 18.43% － － 15.9% 15.2% 87.2% 91.5%

紀の川市 18,637,672 12.56% － － 17.56% － － 11.1% 12.0% 22.0% 37.7%

岩出市 9,804,676 13.37% － － 18.37% － － 3.2% 3.3% － －

紀美野町 4,850,750 15.00% － － 20.00% － － 7.4% 8.4% 83.5% 110.5%

かつらぎ町 5,886,336 14.50% － － 19.50% － － 10.8% 10.6% 107.3% 112.8%

九度山町 2,156,070 15.00% － － 20.00% － － 17.2% 18.1% 97.5% 109.0%

高野町 2,095,571 15.00% － － 20.00% － － 7.4% 7.7% － －

湯浅町 3,533,220 15.00% － － 20.00% － － 10.2% 10.4% 116.5% 144.0%

広川町 2,615,500 15.00% － － 20.00% － － 5.2% 5.6% － －

有田川町 9,982,062 13.34% － － 18.34% － － 10.3% 10.5% 33.1% 44.2%

美浜町 2,326,801 15.00% － － 20.00% － － 6.0% 6.8% 49.9% 42.4%

日高町 2,574,323 15.00% － － 20.00% － － 6.4% 6.7% 46.4% 34.1%

由良町 2,453,101 15.00% － － 20.00% － － 10.9% 10.6% 164.4% 159.4%

印南町 3,279,862 15.00% － － 20.00% － － 6.8% 6.6% － －

みなべ町 5,452,089 14.72% － － 19.72% － － 12.9% 13.4% 37.1% 45.4%

日高川町 5,804,042 14.54% － － 19.54% － － 13.6% 15.0% 15.4% 43.5%

白浜町 7,063,642 14.03% － － 19.03% － － 7.0% 7.3% 61.8% 68.0%

上富田町 3,678,061 15.00% － － 20.00% － － 12.3% 12.5% 72.3% 86.0%

すさみ町 2,427,157 15.00% － － 20.00% － － 6.7% 7.0% － －

那智勝浦町 4,820,698 15.00% － － 20.00% － － 5.2% 4.3% 34.4% 32.1%

太地町 1,303,488 15.00% － － 20.00% － － 3.4% 3.9% － －

古座川町 2,035,900 15.00% － － 20.00% － － 5.5% 6.0% － －

北山村 592,936 15.00% － － 20.00% － － 2.9% 3.8% － －

串本町 6,119,623 14.39% － － 19.39% － － 8.0% 7.9% 72.4% 78.0%

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「 － 」と表示しています。
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平成2８年度決算 資金不足比率(確定値)

P．２

・県内市町村等が経営する全ての公営企業会計が、経営健全化基準未満となりました。
しかし、５つの公営企業会計において、資金不足が生じました。

※資金不足額が生じている企業のみ

単位：千円

市町村等名 事業名

和歌山市 宅地造成

海南市 病院

有田市 病院

串本町 病院

国民健康保険野上
厚生病院組合 病院

※資金不足比率が２０．０％以上となると公営企業会計に係る「経営健全化計画」の策定が必要。

20.0%
患者数減による医業収益の大幅減や新病
院移転(H23)に伴う起債償還のため

病院事業会計 平成28年度 103,456 1,541,123 6.7%

110,590 2,009,090 5.5% 20.0%
近年発生した医師不足による医業収益の
悪化のため（現在、医師不足は解消）

新病院への移転(H24)に伴う起債償還の
ため

患者数減による医業収益の減や電子カル
テ導入に伴う起債償還のため

病院事業会計

国民健康保険野上厚生病院組合事業会計

平成26年度

平成28年度

242,874 3,007,949 8.0% 20.0%

46,940 1,984,554 2.3% 20.0%

病院事業会計 平成27年度

資金不足額が発生した主な要因

12.3% 20.0%
地方債の償還金が多額に及ぶ状況が続
いているため

土地造成事業特別会計 975,798平成24年度

資金不足比率（A／Ｂ）資金不足額（A）特別会計名 資金不足額発生年度

7,918,884

事業の規模（Ｂ） 経営健全化基準


